
様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 7 0 5

件 名 等 南相馬市地域子育て支援拠点施設整備事業工事監理業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区高見町二丁目地内

種 類 業務委託
約

監理業務

木造　平屋建て　A=991.89㎡
内

・南相馬市地域子育て支援拠点施設建築主体工事

・南相馬市地域子育て支援拠点施設機械設備工事
概 要

・南相馬市地域子育て支援拠点施設電気設備工事容

ＵＤＳ株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　中原　典人

方 東京都　渋谷区　代々木２丁目２８番７号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、南相馬市地域子育て支援拠点施設整備事業工事監理業務委託である。当該業者は、令和６年発注の

「南相馬市地域子育て支援拠点施設基本設計・実施設計業務委託」の受注者であり、当該施設全体の構造や工事

内容（建築主体、電気設備、機械設備）を熟知している唯一の業者であることから随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　こども未来部こども家庭課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 7 0 9

件 名 等 横川ダム電気設備保守点検業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区馬場字滝　地内

種 類 業務委託
約

横川ダム監視局　１箇所、横川ダム警報局　５箇所、横川ダム観測局　３箇所、

横川ダム観測警報局　３箇所、横川ダム直流電源装置　１基、気象観測装置　１基、
内

埋設計器　１基、地震計　２基、プラムライン　１基、水位計　２基

概 要
容

株式会社有電社　東北支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　須貝　啓一

方 宮城県　仙台市　青葉区二日町１８番２５号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、横川ダムの電気設備保守点検業務であり、(株)有電社が開発施工したもので、既存装置との互換性及

び特殊器具を必要とするため、他社での履行はできないことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２

号により、随意契約としたい。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　農林水産部農林整備課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 7 1 2

件 名 等 高の倉ダム電気設備保守点検業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区高倉字細倉　地内

種 類 業務委託
約

高の倉ダム監視局　１箇所、高の倉ダム警報局　２箇所、高の倉ダム観測局　２箇所、

高の倉ダム観測警報局　２箇所、高の倉ダム入出力処理装置　１基、気象観測装置　１基、
内

埋設計器　１基、地震計　２基、水位計　２基

概 要
容

株式会社カナデンエンジニアリング　東北支店
名 称

相

手 代 表 者 取締役支店長　山口　英樹

方 宮城県　仙台市青葉区　上杉一丁目１７番７号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、高の倉ダムの電気設備保守点検業務であり、(株)カナデンエンジニアリングが施工したもので、既存

装置との互換性及び特殊器具を必要とするため、他社での履行はできないことから、地方自治法施行令第１６７

条の２第１項第２号により、随意契約としたい。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　農林水産部農林整備課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 7 4 8

件 名 等 減圧弁保守点検業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区本陣前二丁目地内外

種 類 業務委託
約

減圧弁保守点検業務　一式

　内部点検及び調整　N=4基
内

　外部点検及び調整　N=12基

概 要
容

株式会社森田鉄工所　東京営業支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　髙品　祥一

方 東京都　千代田区　岩本町１丁目８番１５号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

既存の機械(減圧弁)は、当該業者の製品であり、保守点検の実施にあたっては、独自の技術力が必要となるため

、ほかの業者での実施が困難なことから、地方自治法施行令第167条の2第1項2号の規定により随意契約とするも

の。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 7 8 5

件 名 等 緊急浚渫推進事業浚渫（普通河川西ノ沢川外）業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区上栃窪地内外

種 類 業務委託
約

浚渫（河川）

　西ノ沢川　一式
内

　荒戸沢川　一式

　小沢川　一式
概 要

　上江川　一式容

南相馬市復興事業協同組合
名 称

相

手 代 表 者 理事長　石川　俊幸

方 南相馬市　原町区橋本町四丁目４３番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業務は、市内の準用・普通河川内の堆積土砂及び繁茂樹木の撤去を行う業務である。今回、業務を実施す

る４河川は市内各区に点在し、各河川において地元調整、仮設、土砂浚渫、運搬、残土処理など、一連の作業を

渇水期である冬期に作業を行うことから、気象状況を踏まえながら短期間で作業を行う必要がある。
随

　当該業者は、数多くの市内業者で構成されており、作業員や重機の確保が出来ること、また現場の状況、気象

状況などの変化にも即時対応出来ることなど、本業務を遂行出来るのは当該業者のみであるため、随意契約とす意
るものである。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部土木課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030





様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20250 0 0 7 9 4

件 名 等 （仮称）原町学校給食センター建設基本設計及び実施設計業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区牛来字石橋地内

種 類 業務委託
約

設計業務

給食センター棟
内

　鉄骨造　平屋建て

　延べ床面積≒1,707㎡
概 要

食育交流棟容
　木造　平屋建て

　床面積≒300㎡

電気設備、機械設備、厨房設備機器、外構　含む

株式会社関・空間設計
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　木皿　泉

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１番８号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は本業務の前段の（仮称）南相馬市新学校給食センター建設基本設計業務委託をプロポーザル方式に

より選定され、受託した業者である。当該事業者は、建設基本設計の内容を知悉していることから建設面積等の

内容変更を伴う基本設計の見直しを迅速に実施可能であり、見直した基本設計の趣旨を踏まえ的確かつ迅速な実
随

施設計業務を履行できるのは当該業者のみであるため、地方自治法施行令１６７条の２第１項第２号により随意

契約としたい。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局教育総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030


